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議      長  日程第９「認定第９号令和４年度松田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」を議題とします。 

担当課長の細部説明を求めます。 

町 民 課 長  それでは説明させていただきます。後期高齢者医療制度は75歳以上の方と65

歳から74歳で一定の障害があると認定された方が対象となります。保険料の決

定や医療の給付などは、神奈川県後期高齢者医療連合において行っております

が、申請や相談など、窓口事務や保険料の収納については町が行っております。

令和５年３月末の被保険者数は2,046人で、前年度より77人、3.91％の増となっ

ております。 

それでは、392ページ、実質収支に関する調書を御覧ください。１の歳入総額

は２億362万4,981円、２の歳出総額は１億9,118万3,917円、３の歳入歳出差引

額は1,244万1,064円でございます。 

次に、歳入歳出事項別明細書にて説明させていただきます。394、395ページ

を御覧ください。歳入でございます。款の１、後期高齢者医療保険につきまし

ては、収入済額１億7,039万7,840円、収納率は全体で99.90％、前年度比較0.05

ポイントの増となっております。現年度分の収納率は99.91％、前年度比較0.04

ポイントの増。滞納繰越分の収納率は93.79％で、前年度比較1.25ポイントの増

でございます。収入未済額は38万5,330円で、現年度分32件５人分、滞納繰越分

７件２人分でございます。参考といたしまして、令和５年４月から７月までの

滞納繰越分の収納状況につきましては5,000円を収納しております。今後も引き

続き収納率の向上に努めてまいります。 

款の２、使用料及び手数料、項の１、手数料、目の１、督促手数料は、１件

200円で95件分でございます。 

款の３、繰入金、項の１、目の１、一般会計繰入金の収入済額は2,764万

5,016円でございます。内訳は、低所得者の保険料軽減分を公費で補填する保険

基盤安定制度繰入金、一般事務に係る経費として事務費繰入金、人間ドック補

助金及び糖尿病性腎症重症化予防事業に係る経費として、事業費繰入金でござ

います。 
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款の４、繰越金は、令和３年度の決算の余剰金を繰り越したもので、540万

8,175円でございます。 

款の５、諸収入、項の１、延滞金、加算金及び過料、目の１、延滞金は１件

分となっております。 

次の396、397ページを御覧ください。項の２、雑入。前年度に町が支払った

保険料の精算分を還付金として後期高齢者医療広域連合から受け入れたもので

ございます。最下段、歳入合計欄を御覧ください。収入済額２億362万4,981円

でございます。 

次の398、399ページを御覧ください。歳出でございます。款の１、総務費に

つきましては、支出済額50万1,411円で、被保険者証の発行や郵送料など、一般

管理的な事務に係る経費でございます。 

款の２、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、支出済額１億8,969

万4,756円で、保険基盤安定負担金と被保険者から徴収しました保険料を広域連

合へ納付したものでございます。 

款の３、諸支出金につきましては、支出済額15万3,750円。これは過年度の保

険料に係る還付金で、年金特別徴収者の転出や死亡に伴う還付金でございます。 

款の４、保健事業費につきましては、支出済額83万4,000円。保健普及費では

人間ドックの補助金を１件につき２万円、37件の交付をいたしました。なお、

予算に不足を生じたため、予備費から４万円を充用させていただきました。保

健事業費では、国保会計でも実施しております糖尿病性腎症重症化予防事業を

後期高齢者も併せて実施いたしました。 

次の400、401ページを御覧ください。これらの事業に従事する保健師や健康

教育の講師等に係る報償費、消耗品費などを支出しております。 

款の５、予備費につきましては、保健事業費の人間ドック補助金へ４万円を

充用いたしました。 

最下段、歳出合計欄を御覧ください。支出済額１億9,118万3,917円でござい

ます。 

説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

（「なし」の声あり ） 

質疑なしとのお声ですが、質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり ） 

質疑なしと認めます。討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

討論省略とのお声ですが、討論を省略して、採決を行って御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

異議なしと認めます。討論を省略し、採決を行います。認定第９号令和４年

度松田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとお

り認定することに賛成の方の起立を求めます。 

起立全員であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 

 


